
                                    

 

 

 

 

令和４年８月５日  
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「航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等を閣議決定  

  

 
 

１．背景及び概要 

 

 航空法等の一部を改正する法律の施行に伴い、以下の政令を定めます。  

 

 ①航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の制定  

航空法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 62 号）の施行期日を定める必

要があることから、施行期日は令和４年 12 月１日、航空脱炭素化推進基本方針に

関する準備行為についての規定の施行期日は令和４年９月１日に定めます。  

 

 ②空港法施行令の一部改正  

令和４年６月 10 日に公布された航空法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第 62 号）の施行に伴い、一部の条項について形式的な改正（条ずれ）が行われた

ことから、空港法施行令（昭和 31 年政令第 232 号）について、所要の改正を行い

ます。  

 

２．今後のスケジュール  

 

公布  令和４年８月 10 日（水） 

施行  令和４年 12 月１日（木）（ただし、一部の規定は公布の日又は９月１日） 

 

 

 
【問い合わせ先】  

国土交通省航空局総務課 小菅、伊賀本、須藤、刀禰  

連絡先 5253-8111（代表）  5253-8692（直通）（内線 48135）  

 

 

 航空法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 62 号）の施行期日を定める

こととした「航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が、本

日閣議決定されました。  


